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令和5年7月12日

／

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣松野博一 殿

Ｉ

法務大臣齋藤 健

（公印省略）
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別紙のとおりと‘したいので、内閣法務省の人事につきましては、

の承認を求めます。
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略歴瀞

たけうちつとむ

竹内 努

昭和41年08月30日生 ・男

出身地

蝋終学歴

千葉県

一橋大学法学部(平成03年03月）
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司法（裁判所）採用
東京地方裁判所判事補
最高裁判所事務総局秘書課付 ‘
東京地方裁判所判事補
（併）法務省法務総合研究所総務企画部付
ベトナム司法省（ハノイ）派遣
東京地方裁判所判事補
東京地方裁判所判事
京都地方裁判所判事
東京地方裁判所判事一
司法研修所教官
仙台高等裁判所判事
仙台高等裁判所事務局長
東京地方裁判所判事（部総括）
法務省大臣官房審議官（民事局担当）
法務省大臣官房付
（併）法務省大臣官房政策立案総括審議官
法務省大臣官房司法法制部長



略歴磯

かねこおさむ

金子 修

昭和37年09月03日生男

出身地

鰻終学歴

千葉県

東京大学法学部(昭和63年03月）

採用試験 司法

略歴
源

司法（裁判所）採用
東京地方裁判所判事補
東京地検検事
（併）大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
札幌地方・家庭裁判所判事補
東京地方裁判所判事補
東京地方裁判所判事
家庭裁判所調査官研修所教官
大阪高等裁判所判事
法務省民事局参事官
法務省大臣官房参事官（民事担当）
法務省民事局民事法制管理官
法務省大臣官房審議官（民事局担当）
法務省大臣官房付
(併）法務省大臣官房審議官（総括担当）
（併）法務省大臣官房政策立案総括審議官
東京高等裁判所判事
法務省大臣官房司法法制部長
法務省民事局長
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